
大阪市教育委員会規則第１号 

 

大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する 

規則の一部を改正する規則 

 

大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則（平成 25

年大阪市教育委員会規則第 40号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（学校選択） 

第５条 [略] 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる児童生徒等の保護者は、施設一体型小

中一貫校を学校選択することができる。 

[⑴ 略] 

⑵ 市内に転入した児童生徒(学校選択し

ようとする中学校の第２学年の最終学

期の修了式の日以降に転入した者を除

く。)。ただし、受入可能な施設一体型小

中一貫校のみ学校選択できるものとす

る。 

[⑶ 略] 

[第６条～第 12条 略] 

（指定校変更の要件） 

第 13 条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する場合、保護者の申立により、就学校

の指定を変更(以下「指定校変更」という。)

するものとする。ただし、第２項に定める

ものはこの限りでない。 

[⑴～⒂ 略] 

２ 区長は、前項の申立があった場合であっ

ても、次に定めるものについては、指定校

変更を許可しないものとする。 

⑴  前項第３号に基づく申立があった場

合で、指定校変更を許可することによ

り学校運営に支障が生じる等の事情が

（学校選択） 

第５条 [同左] 

２ [同左] 

 

  

[⑴ 同左] 

⑵ 市内に転入した児童生徒(中学校の第２

学年の最終学期の修了式の日以降に転入

した者を除く。)。ただし、受入可能な施

設一体型小中一貫校のみ学校選択できる

ものとする。 

 

[⑶ 同左] 

[第６条～第 12条 同左] 

（指定校変更の要件） 

第 13 条 区長は、次の各号のいずれかに該当

する場合、保護者の申立により、就学校の指

定を変更(以下「指定校変更」という。)する

ものとする。 

 

[⑴～⒂ 同左] 

[新設] 

 

 

 [新設] 

 

 



ある学校への変更。ただし、現在就学

中の小学校の第４学年の最終学期の終

了式の日の翌日以降又は中学校の第１

学年もしくは義務教育学校後期課程の

第１学年の最終学期の終了式の日の翌

日以降に転居する場合は除く。 

⑵ 前項第４号に基づく申立があった場

合で、当該校への指定校変更を許可する

ことにより学校運営に支障が生じる等

の事情がある学校への変更 

３ 前項における学校運営に支障が生じる

等の事情がある学校の決定にあたっては、

あらかじめ区担当教育次長が、当該学校長

の意見を聴取したうえで教育委員会の会議  

の議決により決定する。 

４ 区長は、前項の議決があったときは、公

表しなければならない。 

[第 14 条～第 16 条 略] 

（区域外就学の承諾の要件） 

第 17 条 区長は、市外に住所を有する児童

生徒等の保護者が、次の各号のいずれかに

該当する場合に、受入可能な学校に就学を

希望するときには、当該学校への就学を承

諾するものとする。ただし、第２項に定め

るものはこの限りでない。 

[⑴～⑸ 略] 

２ 区長は、前項の申立があった場合であっ

ても、次に定めるものについては、区域外

就学を許可しないものとする。 

⑴  前項第３号に基づく申立があった場

合で、区域外就学を許可することによ

り学校運営に支障が生じる等の事情が

ある学校への変更。ただし、現在就学

中の小学校の第４学年の最終学期の終

了式の日の翌日以降又は中学校の第１

学年もしくは義務教育学校後期課程の

第１学年の最終学期の終了式の日の翌

日以降に転居する場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 [新設] 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

[新設] 

 

[第 14 条～第 16 条 同左] 

（区域外就学の承諾の要件） 

第 17 条 区長は、市外に住所を有する児童生

徒等の保護者が、 次の各号のいずれかに該

当する場合に、受入可能な学校に就学を希望

するときには、当該学校への就学 を承諾す

るものとする。 

 

[⑴～⑸ 同左] 

[新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑵  前項第４号に基づく申立があった場

合で、当該校への区域外就学を許可す

ることにより学校運営に支障が生じる

等の事情がある学校への変更 

３ 前項における学校運営に支障が生じる

等の事情がある学校の決定にあたっては、

あらかじめ区担当教育次長が、当該学校長

の意見を聴取したうえで教育委員会の会議

の議決により決定する。 

４ 区長は、前項の議決があったときは、公

表しなければならない。 

 [新設] 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

[新設] 

 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


